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申請（押印と同じ）
電波法施行規則第34条の４関係（特例様式）
	※整理
番号
	空欄


　　　主任無線従事者

選（解）任届

無 線 従 事 者

＊船舶の主たる停泊港の所在を管轄する総合通信局を明記します。
○○総合通信局長　殿　　　　　　　　免許人記入
届出者　郵便番号　○○○-○○○○
住　　所　○○県○○市○○○　･･･
（電話番号）○○○-○○○-○○○
氏　　名　個人名または法人名　　　　　印
代　　表　法人の場合の代表者名（不要）
主任無線従事者　　　　　　　　　　　　　　　　第39条

次のとおり　　　　　　　　　を選（解）任したので、電波法　　　　　　の

無 線 従 事 者　　　　　　　　　　　　　　　　第51条

規定により届けます。

記

	無線局の種別
	呼出符号等
	免許の番号
	無線設備の設置場所

	特定船舶局
MSS
	船舶検査証書の船名
○○まる (ひらがな）
	空欄
	船舶検査証書の船名（そのまま）

○○丸


無線局の種別等

＊３海特の免許人から、2海特の資格者を選任した場合は、25W機の搭載と開局、DSC（MMSI ID付与）

緊急時以外の25W機の運用は、選任された2海特資格者が乗船した場合となります。

平成　　年　月　日現在（届日）
	主任

(注１)
	（ふりがな）
氏　　　名
	資　　　格(注２)
	選任年月日
	住所(注４)

	
	
	免許証番号(注３)
	
	

	空欄
	にほんたろう
日本 太郎
	海特2
	空欄でよい
	不要

	
	
	免許証番号記入
	
	

	空欄
	にほんはなこ
日本 花子
	海特3
	空欄でよい
	不要

	
	
	免許証番号記入
	
	

	空欄
	・・・・・・
＊＊ ＊＊
	
	＊後日届出
変更の場合明記
	不要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
主任

(注１)
	（ふりがな）
氏　　　名
	資　　　格(注２)
	選任年月日
	住所(注４)

	
	
	免許証番号(注３)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	



記載上の注意
（注1） 主任の欄は、電波法で定める主任無線従事者である場合に限り、「主任」と記載すること。

（注2） 無線従事者の資格は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる略称で記載することができる。

	区　分
	略称
	
	区　分
	略称

	第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第三級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第三級海上無線通信士

第四級海上無線通信士

第一級陸上無線技術士

第二級陸上無線技術士

航空無線通信士

航空特殊無線技士
	１総

２総

３総

１海

２海

３海

４海

１陸

２陸

航空

航特
	
	第一級海上特殊無線技士

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

第一級陸上特殊無線技士

第二級陸上特殊無線技士

第三級陸上特殊無線技士

レーダー級海上特殊無線技士

国内電信級陸上特殊無線技士


	海特１
海特２
海特３
陸特１
陸特２
陸特３
海特レ
陸特国


（注3） 免許証番号の欄は、「ABCD1234」のように記載すること。

（注4） 住所の欄は、主任無線従事者に限り記載するものとし、無線従事者については記載を要しない。
（注5） 主任無線従事者及び無線従事者の選（解）任の都度、選（解）任後における主任無線従事者及び無線従事者全員について記載して提出すること。ただし、無線従事者の選（解）任届であって次のア又はイに該当する場合は、それぞれア又はイに掲げる時期に提出することができる。

ア　多数の無線従事者を選任する企業又は団体等において、1年間に複数回の無線従事者の選（解）任に関わる人事異動が行われる場合は、当該企業又は団体等の年間の定期人事異動時期等特定の時期に、その時期における無線従事者の選（解）任届を提出することができる。

イ　アの提出方法を採用する場合において、当該企業又は団体等所属の無線局の定期検査が企業又は団体等の定期人事異動等特定の時期の前に行われるときは、その定期検査が行われる期日までに提出すること。

（注6） 免許証コピーの提出は要しない。

＊船舶の主たる停泊港の所在地を管轄する総合通信局の選（解）任を行う無線局を所管する部署に提出してください。
＊提出先　

別紙「2009年度10月：総務省総合通信基盤局（法改正）に伴う、国際VHF無線機の無線局（特定船舶局）開設申請について」を参照してください。
















